
※5月上旬頃から開始予定

添付書類：省エネ基準適合に係る誓約書及び申請書裏面に記載されている書類

※支払日は交付決定後
80㎡
未満

※届出先：建築指導課 ※支払日は交付決定後

添付書類：一番早く締結した契約書写し

※一番早い契約日のものを記載

１月末まで
添付書類：新築解体建物に係る契約書及び領収書，検査済証，省エネ★，写真など（報告書裏面参照）

※県産出材使用にかかる上乗せ補助に該当する場合は，「栃木県産出材使用に

かかる申出書を提出する時期と添付書類について」をご参照ください。

請求は，
３月上旬まで

※ は，建築指導課窓口での手続きになります。
申請等添付書類は原本提示のうえ，写しを提出

※4月から受付開始

宇都宮市木造住宅耐震改修補助金（耐震建替え）申請の流れ

交付決定

派遣決定

年
度
内
事
業
完
了

（派遣）２

（改修）１

（改修）２

耐震診断実施日（訪問日時）の決定
※耐震診断士からの電話・メールにより調整

耐震診断士派遣申請書（様式第１号）（派遣）１

※解体工事と新築工事の契約を別々に締結し，
解体工事後に新築工事をする場合の例

耐震診断士派遣完了報告書（要綱様式第７号）

・・・・・年度内（１月末まで）に事業完了する計画であること
　　　　　※国の防災・安全交付金を活用しているため

木造住宅耐震診断士

契約金額の支払い・新築建物の
引渡しを受ける

契約金額の支払い

木造住宅耐震改修補助金交付申請書（様式第１号）

解体工事契約（新築工事契約が先になる場合もあ
ります。）※建替え補助交付決定後

新築の設計・監理・工事契約締結，建築確認申請
※建替え補助交付決定後

建設リサイクル法届出（８０㎡以上）
※工事の７日前まで

工事・設計等着手届（様式第５号（耐震改修））
※交付決定通知書受領後６０日以内

完了検査（建築基準法）

解体工事完了

建物解体後の状況写真撮影

解体工事着手

新築の設計，確認申請，監理・工事着手

※県産出材を１０㎥以上使用する予定のときは，ご相談ください。

補助金確定

（お問い合わせ先）
〒320-8540
宇都宮市旭１丁目１番５号
宇都宮市都市整備部建築指導課
℡０２８‐６３２‐２５７３

（改修）３

（改修）４ 補助金交付請求書（様式第７号）

補助金の支給
※支給予定日：上記請求書提出後の約３週間後

耐震改修等事業報告書（様式第６号）

添付書類：①建物所有者及び建築時期が確認できる書類（建物登記事項証明書，固定資産税（家屋）登
録事項証明書など）　　②建物所有者全員の市税完納証明書

電話等の連絡による

耐震診断の完了，結果等の説明

※耐震診断士派遣制度を利用した場合，耐震建替え補助申請時には，
耐震診断結果の添付は不要です。

・耐震診断士の再訪問に
よる結果等の説明ほか

※説明を受けた後に，耐
震診断士派遣完了報告
書（要綱様式第7号）に必
要事項を記入して，耐震
診断士に手渡してくださ
い。

※耐震診断
の実施日か
ら診断結果
判明まで１か
月程度を要し
ます。
　再訪問日に
ついても早期
に決定してく
ださい。

※なるべく早期に訪問日時を
決定してください。

質疑応答
上記による調整日に耐震診断士が訪問

※耐震診断の実施

耐震診断士から市に提出

・申請者との連絡調整
（訪問日等）

★事業報告時の「省エネ基準の適合

確認」について

「延べ床面積が２００㎡以下の平屋

建ての場合」は，省エネ基準に適合し

ていることが確認できる書類を提出し

てください。それ以外の規模のものは，

検査済証により適合確認をします。


